
　事業企画：千葉市日中友好協会 ・ NPO法人日中友好千葉県緑化協力委員会

　（観光庁登録旅行業７０９号）

   担　当： 小　林　・ 土　谷

　

       　　  

　　　天津・古文化街　（イメージ）

ふりがな 　生年月日

お名前
　　　大正　昭和　平成　　　　年　　　　月　　　日生

住　所  〒 勤務先

電話 　　　　　　　　電話
パスポート番号 渡航中の緊急の連絡先

有 無 　お名前 　　　　　　　　　　　　℡

　旅行期間：2010年４月１９日（月）～２４日（土）　５泊６日間  【上海・西安・北京・天津】

千葉市日中友好協会「千葉の森」緑化協力友好訪中団　　参加申込書

＊1 記載されました個人情報は旅行手配に必要な範囲内のみで使用いたします。
＊2 お一人で参加の方が相部屋を希望されても他に相部屋希望者がいない場合は一人部屋差額をご負担いただきます。

性
別

一人部屋希望
※追加料金３0,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅行企画 ・実施：株式会社二十一世紀旅行

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　「千葉の森」記念碑

男
女

　　　        ※添乗員は随行しませんが、現地で日本語の
　　　　         わかるスルーガイドがお世話をします。

　千葉県日中友好協会では日中友好と地球温暖化、砂漠化防止対策推進の一環とし
て1998年から現在に至るまで緑化活動を続けており、私共の千葉市日中友好協会も
この活動には毎年積極的に協力をしてまいりました。
　千葉市日中友好協会では中国との友好交流を一層深めるため、今年から独自に緑
化協力友好訪中団を派遣して緑化活動の強化を行なうことを決めました。
　今回は西安での植樹活動と年々発展を続ける上海市・北京市・天津市などの主要
な都市の視察も計画しております。皆様多数のご参加をお願い申し上げます。

旅行代金 ：１４３,０００円
別途追加燃油サーチャージが必要です。

募集人員　　　２０名様
募集締切：2010年３月12日（金）

最少催行人員：10名様



月日（曜） 都市 時間 交通 内容 食

04月19日
(月)

成田
上海

08：55
11：15

国際線
ＣＡ158

午前：国際線にて上海浦東空港へ
午後：空港からリニアモーターカー試乗体験
上海市内見学
「豫園」、「玉仏寺」、「万博展示センター」、「上
海環球金融中心（展望）」  　　　 　   【上海泊】

機
夕

04月20日
(火)

上海
西安

13：10
15：30

国内線
ＣＡ1216

午前：上海市内見学
「上海博物館」
午後：空路、西安へ
市内レストランで夕食後、ホテルへ   【西安泊】

朝
昼
夕

04月21日
(水)

専用車

午前：専用車で千葉の森」（周至県）へ
　　　　記念植樹式
　　　　記念植樹終了後、西安市内へ
午後：全体の昼食後、「西の城門」、「大雁塔」を
見学
　 夜：日中交流宴会                      【西安泊】

朝
昼
夕

04月22日
(木)

西安
北京

15：30
17：15

国内線
ＣＡ1210

午前：西安市郊外の見学
「兵馬俑坑」、「華清池」
午後：空路、北京へ
市内レストランで夕食後、ホテルへ　 【北京泊】

朝
昼
夕

04月23日
(金)

北京
天津

朝
午前

高速鉄道

朝：高速鉄道で天津へ　着後、天津市内観光
「天津市博物館」、「周恩来記念館」、「古文化街」、
「南市食品街」を見学
午後：千葉市と友好都市天津市政府表敬訪問等の
交流 　　【天津泊】

朝
昼
夕

04月24日
(土)

天津
北京

北京
成田

朝
朝

16：40
21：00

高速鉄道

国際線
ＣＡ421

朝：高速鉄道で北京へ
着後、北京市内観光
「天安門楼上」、「故宮博物院」
昼食後、北京国際空港へ
午後：空路、帰国の途へ

朝
昼
機

ご旅行条件(要旨）

　　　　　　　　     　旅行企画・実施 　㈱二十一世紀旅行
       ＪＡＴＡ正会員 観光庁登録旅行業７０９号  　　　　　　　　　　　 FAX０３－５２８１－２４６５

総合旅行業務取扱管理者：岡部秀助　　　　 Ｅ－ｍａｉｌ　２１－ｓｅｉｋｉ＠ｐｏｐ２１.oｄｎ.ｎｅ.ｊｐ

■旅行についてのお問い合せ先  (担当：小林 ・ 土谷)

　　　上海浦東地区の風景

※この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

旅　行　日　程

周至県（しゅうちけん）は西安市街の西に位置する県で、1986年までは盩厔県（ちゅうちつ
けん）と称されておりました。統計によれば県の全面積が2,974K㎡で総人口は約64万人
で、県境には秦嶺山脈の最高峰「太白山」があり、自然環境にも恵まれた街です。
　主な産物として果物のキュウイフルーツが中国国内で最も多く栽培されているほか、昔か
ら桑の栽培と養蚕が行われていたため、現在も生糸で作られた絹織物や刺繍が盛んで、
特に刺繍の歴史は非常に古く「秦繍」の代表になっています。

〒101-0054東京都千代田区神田錦町１－４　 TEL ０３－５２８１－２４６０

※上記日程は現地の事情により多少変更になる場合がございます。
※利用予定航空会社：中国国際航空(ＣＡ)
※利用予定 ホ テ ル ：上海：銘徳莱星頓広場酒店、西安：世紀金源大飯店
　　北京：前門建国飯店、天津：凱徳酒店　または同等クラスのホテルを利用。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１人部屋差額料金　３０，０００円）

表の参加申込書に必要事項
を記入し、有効なパスポートを
所持されている方は、「顔写
真」の頁のコピーも添えて、千
葉市日中友好協会にお送り下
さい。

申込受付後、旅行社の二十
一世紀旅行より、申込金のお
支払い方法（旅行契約）及び
詳しい渡航手続についてのご
案内書をお送りいたします。

お申込方法

〒261-0004
千葉県千葉市美浜区高洲
          ３－４－１２－１０１
　千葉市日中友好協会
 「千葉の森」緑化協力友好
 訪中団　　   担当：布 施
電話０４３（２７７）１２１２
FAX０４３（２７８） ９９６６
※定員になり次第締切ますの
で、お早めにお申込下さい。

【参加申込書の送付先】

主な訪問先の特色

この旅行は、千葉市日中友好協会とNPO法人千葉県緑化協力委員会が緑化事業の活動を企画、二
十一世紀旅行が旅行企画・実施する募集型企画旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下
「旅行契約」といいます。）を契約することになります。
募集型企画旅行契約の内容・条件は、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終旅
行日程表）及び「株式会社２１世紀旅行」（以下「当社」といいます。）旅行業約款によります。
お申込み
所定の申込書をご記入の上、申込金を添えてお申込いただきます。
 *申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃、送迎バス等の代金、観光の代金(バス等
の代金・ガイド・入場料)、スルーガイド、宿泊代金、食事代金・税・サービス料。
旅行代金に含まれないもの
上記の他は旅行代金に含まれません。その主なものを例示します。
渡航手続関係諸費用、お一人部屋を使用される場合の追加料金、日本国内交通費、旅行日程中の
空港税・日本国内の空港使用料、航空追加燃油費、超過手荷物料金、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、電報電話料金、ホテ
ルのボーイ・メイド等に対するチップ、添乗員費用、その他個人的性質の諸費用、オプショナルツアー
の料金。
契約内容・代金の変更
（１）当社は天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初
の運行（航）計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契
約内容を変更する場合があります。また、その変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。

（２）著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定が
あった
場合は旅行代金を変更する場合があります。増額の場合は旅行開始の前日から起算しさかのぼって15日目にあた
る日より前にお知らせします。
取消料（お客様による旅行契約の解除）
お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
イ．旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき（但し、旅行開始日が12月
20日～1月7日,４月27日～５月６日,７月20日～８月31日の間のピーク時の場合）…旅行代金の１０％
ロ．旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合…旅行代金の２０％
ハ．旅行開始日の前々日以降に解除する場合 …旅行代金の５０％
ニ．旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合…旅行代金の100％
当社の責任とならないローン、渡航手続等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
当社の責任
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償致します。（お荷物に関係する賠償限度額は
１人15万円）但し次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もし
くは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、
出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
特別補償・旅程保証
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、又は手荷物に被った一定
の損害について、旅行業約款特別補償規定により、一定の補償金及び見舞金を支払います。また、旅行日程に重
要な変更が発生した場合は、旅行業約款の規定により変更補償金を支払います。


